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Ⅰ．緒言
近年，日本では入院中心の施設内医療から地

域医療への転換が求められ，地域包括ケアなど
の地域医療体制の充実が急がれている．在宅療

養環境が整備されれば，患者が自宅で療養した
いと希望した場合，住み慣れた自宅で，できる
限り自分らしく日々を過ごすことや，家族に囲
まれ介護を受けることが可能となる．しかし，
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要　旨　
〈目的〉本研修の目的は，1）緩和ケアに関連するオーストラリアの看護教育システムを理解する．2）

緩和ケアに関連するオーストラリアの医療および福祉システムを理解する．3）緩和ケアに関連する
モナシュ大学の役割を理解することである．
〈方法〉モナシュ大学　医学・看護・健康科学部　看護・助産師学科（School of Nursing and Mid-

wifery, Nursing and Health Sciences, Monash University）にて実施された講義・演習への参加，緩
和ケア関連施設等への訪問，インタビュー
〈結果〉オーストラリアの緩和ケアは，がん患者に加えて，高齢者，小児などの治癒の見込みのな

い非がん疾患の患者を含む，すべての人を対象としており，在宅での緩和ケアを中心に，シームレス
な緩和ケア提供への努力がなされている．このようなシステムの実現には，医療職のみならずプライ
マリケアを提供する専門職およびコミュニティ全体が緩和ケアを理解できる様な幅広い教育的支援が
必要であり，スペシャリストとジェネラリストがそれぞれの役割を持ちながら効果的に連携するシス
テムが必要であることが理解できた．また，モナシュ大学は，学生への緩和ケア教育，研究にとどま
らず，コミュニティ全体を見据えた，多様な人々への教育的支援を行う役割を果たし，社会全体で緩
和ケアを提供しようとする試みがなされていた．
〈結語〉文化・地域の違いに関わらず，緩和ケアを社会に広く浸透させ，いつどこにいても緩和ケ

アを受けることができる環境作りのためには，教育が重要であるという認識を深めることができた．
日本では，看護師や医師をはじめとする医療者への教育システムが動きだしているが，学士レベルの
緩和ケア教育はまだ始まったばかりである．健康に関連する様々な分野での教育が日本にも必要であ
ると考える．
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オーストラリア　ビクトリア州における緩和ケア─モナシュ大学での研修からの学び─

- 122 -

がんなどの生命を脅かす病を抱えながら療養す
る患者・家族には，より複雑なニーズがある．
従って，このような人々には，「緩和ケア」が
在宅で提供される体制を構築することが必要と
なる．緩和ケアは，「生命を脅かす病に関連す
る問題に直面している患者と家族の痛み，その
他の身体的，心理社会的，スピリチュアルな問
題を早期に同定し，適切に評価・対応すること
を通して，苦痛を予防したり，緩和したりする
ことにより，患者と家族の QOL を改善する取
り組みである」 1）と定義されている．このよう
に緩和ケアは多面的であり，診断早期から終末
期という時間的経過の中で適宜提供できる環境
が必要となる．日本においては，各地で在宅緩
和ケアに関する様々な取り組みが行われている
が，在宅ケアとホスピスや緩和ケア病棟などの
入院，入所施設との連携・協働は，これからの
課題である．

オーストラリアの緩和ケアは，がん患者のみ
ならず，高齢者，小児などの非がん疾患を持つ
患者をも対象として，在宅での緩和ケアを中心
に，治癒の見込みのない疾患を持つすべての人
に，場所に関わらずシームレスな緩和ケアを提
供する努力がなされている．従って，オースト
ラリアの緩和ケアの現状と課題を知ることは，
地域医療への移行が求められている日本への示
唆を得ることができると考える．そこで，オー
ストラリアのモナシュ大学で研修を行い，得た
結果及び考察について述べる．

本研修の目的は以下の通りである．
 1 ）緩和ケアに関連する，オーストラリアの看

護教育システムを理解する．
 2 ）緩和ケアに関連する，オーストラリアの医

療および福祉システムを理解する．
 3 ）緩和ケアにおける，モナシュ大学の役割を

理解する．

Ⅱ．研修方法
 1 ）研修期間：平成 26 年 7 月 28 日から 9 月 6

日　6 週間
 2 ）研修場所：モナシュ大学　医学・看護・健

康科学部　看護・助産師学科

 （School of Nursing and Midwifery, Nursing 
and Health Sciences, Monash University）

 3 ）研修内容
（ 1 ）モナシュ大学で実施された講義・演習へ

の参加
（ 2 ）緩和ケア関連施設等への訪問及びインタ

ビュー
①  School of Nursing & Midwifery, Monash 

University 2）

　　 名誉教授 Margaret O’Connor 氏へのイ
ンタビュー

　　 緩和ケア教育に関わる教員へのインタビ
ュー

② 緩和ケア病棟：Peninsula Health Palliative 
Inpatient Care Unit 3）

　　 看護師長およびパストラルケアワーカー
へのインタビュー

③ 高齢者施設：Ti Tree Lodge（Residential 
Aged Care） 4）

　　施設マネージャーへのインタビュー
④ 訪問看護施設：RDNS（Royal District Nur

sing Service） 5）

　　 Peninsula Home Hospice team の一員で
ある RDNS のスペシャリストナースへ
のインタビュー

⑤ 高齢者入所施設等で構成されるコミュニ 
ティ（Multi-tiered retirement community）： 
Baxter Village

　　 コミュニティ内の Village Nurse（Regis
tered Nurse：RN）へのインタビュー

⑥ 先住民コミュニティのための保健機関：
Victorian Aboriginal  Community Con
trolled Health Organisation （VACCHO） 7）

の教育担当者へのインタビュー

Ⅲ．研修結果及び考察
1 ）モナシュ大学の概要
モナシュ大学は，オーストラリアのビクトリ

ア州立の大学である．ビクトリア州は，オース
トラリア連邦南東部に位置する州であり，大陸
部の州としては最小であるが，人口は約 570 万
人と，オーストラリア総人口（約 2370 万人）
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の2割以上を占めている．州都はメルボルンで，
州人口の 70％はメルボルン地域に集中してい
る．モナシュ大学は，1958 年ビクトリア州で 2
番目の大学として設立された．1992 年に，モ
ナシュ大学，The Caulfield Institute of Tech
nology，The Gippsland Institute of Advanced 
Education と The Victorian College of Pharma
cy が統合し，オーストラリアで最も多岐に渡
る大学となった 2）．大学キャンパスは，ビクト
リア州内に 5 カ所あり，各キャンパスには様々
な学部が配置されている．モナシュ大学の全学
生数は 6 万人以上（表 1），その約 35％が海外
からの留学生である．日本の大学とも提携して
おり，日本人留学生も多数在籍している国際的
な大学である．

今回の研修は，モナシュ大学  医療・看護・
健康科学部  看護・助産師学科（School of 
Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine, 
Nursing and Health Sciences）の講師であり，
緩和ケアリサーチチームのメンバーである下稲
葉かおり博士のコーディネートによって実現し
た．研修では，緩和ケアに造詣の深い名誉教授
へのインタビュー，看護・助産師学科の学部生
及び大学院生の講義・演習への参加，緩和ケア
病棟や高齢者施設等への訪問などを通して得た

各目標に対する結果と課題について考察する．
2 ）緩和ケアに関連するモナシュ大学の教育シ

ステムについて
オーストラリア政府は，緩和ケアは医学，看

護および健康に関連する全ての学部教育に必須
であるとして，全国統一の緩和ケアに関するカ
リ キ ュ ラ ム（Palliative Care Curriculum for 
Undergraduates：PCC4U）を推奨し，緩和ケ
ア教育課程の統合をはかっている 8）．PCC4U
は，緩和ケアの原則と実践を学ぶための 4 つの
コアモジュール（Core modules）と特定のテ
ーマに焦点化された 4 つのケース・スタディ

（Focus topics）から成り，各モジュールある
いはケース・スタディでは，様々な命の限られ
た状態にある人のストーリーを通して，なぜ緩
和ケアがヘルスケア分野において重要であるの
かが理解できる内容になっている．

2013 年度の報告では，大学の 90 コースのカ
リキュラムに PCC4U が活用されていた 9）．その
報告によれば，PCC4U を「活用している」あ
るいは「検討している」と答えた割合は，看護，
医学の全コースの 89％を占めた．また，看護，
医学以外の緩和ケアに関わるコースでの割合
は，22％（2011 年 5 月時点）から 38％（2014
年 4 月時点）に上昇していた．活用できない主

表 1　モナシュ大学の各コースの学生数

コース 学生数

アート，デザイン，建築（Art, Design and Architecture）   1,782

芸術（Arts） 10,308

ビジネス，経済（Business and Economics） 16,043

教育（Education）   5,590

工学（Engineering）   5,933

情報学（Information Technology）   2,979

法学（Law）   3,589

医学，看護，健康科学（Medicine, Nursing and Health Sciences） 10,793

薬学（Pharmacy and Pharmaceutical Sciences）   1,928

科学（Science）   5,517

その他（Other）        38

合計 64,500

  モナシュ大学 HP 2）より加筆して作成
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な理由としては，カリキュラムが過密である，
緩和ケアに関する知識や技術を持つ大学教員が
不足している，臨床実習の場がないことが挙げ
られていた．PCC4U による大学でのトレーニ
ングを受けた学生を対象に，卒業後の 2 年間を
追跡調査したところ，緩和ケアが必要な人々に
対するケアに自信がもてたという報告が非常に
多く寄せられた．また，大学での教育では，緩
和ケアを必要とする領域に専門的実践を実施す
るだけの準備はできないとの意見も少数寄せら
れていた．

オーストラリアでは，看護学部教育は 3 年間
で修了し，看護師（Registered Nurse：RN）
として登録される 10）．RN は，緩和ケアも含め，
幅広い対象者に看護支援を提供するジェネラリ
ストとして看護を提供ができる．モナシュ大学
における，学部教育終了後の緩和ケアに関わる
看護専門教育には，修士コース（Master of 
Nursing Practice，Master of Advanced Nurs
ing），博士コース（Doctor of Philosophy）な
どがある．修士コースの Master of Nursing 
Practice を修了すると，様々な臨床現場で，急
性期，高齢者そして緩和ケアなど専門的な知識

と技術をもったリーダーとしての役割を果たす
ことができる．また，Master of Advanced 
Nursing では，5 年間の臨床経験，3 年間の特
定領域での経験等が受験条件としてあり，コー
ス修了後はナースプラクティショナー（Nurse 
Practitioner：NP）として活躍することができ
る．学部教育のゴールは，緩和ケアのニーズに
対するジェネラリストとしての技術と自信をつ
けることであるが，修士コースでは，スペシャ
リストとしての能力の獲得がゴールとなってい
る 3）．このように，オーストラリアでは，ジェ
ネラリストとスペシャリストの教育的背景及び
その専門性と担う役割・責任が明確にされてい
る．

オーストラリアにおける緩和ケアは，その対
象者を，緩和ケアを必要とする人のニーズに合
わせてプライマリケアニーズ（Primary care 
needs）， 中 程 度 の ニ ー ズ（Intermediate 
needs），複雑なニーズ（Complex needs）と 3
つのグループに分けている（図 1）．最も複雑
なニーズを持つグループの人々には，特別なケ
アプランを作成し，実施し，評価するために，
プライマリケア提供者と協働するスペシャリス

表 2　各コースにおける PCC4U 活用状況 4）

コース 活用
している

活用を
検討中 その他 合計

看護学（Nursing） 27   6   2   35

ソーシャルワーク（Social work）   3   7 17   27

作業療法（Occupational therapy） 11   6   2   19

医学（Medicine） 10   5   4   19

理学療法（Physiotherapy） 11   5   3   19

薬学（Pharmacy） 10   3   5   18

栄養学（Nutrition and dietetics）   6   5   5   16

言語病理学（Speech pathology）   4   6   5   15

救命救急（Paramedic）   4   4   6   14

診療放射線（Medical radiation）   4   1   4     9

カイロプラクティック（Chiropractic）   0   0   3     3

東洋医学（Natural / Chinese medicine）   0   0   3     3

合計 90 48 59 197

  PCC4U：REPORT SYNOPSIS より加筆して作成
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ト・プラクティショナー（Specialist practi
tioners）と呼ばれる，専門教育を受けた医師
や看護師，理学療法士，作業療法士，臨床心理
士などが必要である．このグループの人々は，
一般的にスペシャリスト緩和ケアサービス

（Specialist palliative care service）に紹介され
る．中程度のニーズのある人々は，プライマリ
ケアの提供者が提供できるケアよりも，もう少
し注意が必要な身体症状の悪化や心理的ニーズ
のような問題が時々みられ，スペシャリスト緩
和ケアサービスからのアドバイスを得ながらケ
アが提供される．プライマリケアニーズのある
人々にはプライマリケアサービスが提供され，
スペシャリスト緩和ケアサービスからの支援が
必要な状況にはない 11）．緩和ケアを必要とする
患者は，そのニーズの複雑さと強さに従って，
それぞれのレベルに分けられ，状態が変化すれ
ばレベル間を移動することとなる．図 1 のとお
り，複雑なニーズ，つまりスペシャリスト緩和
ケアサービスを必要とする人々の数は限られて
いる．一方，プライマリケアを必要とする人々
が大多数であり，それらの人々に幅広くケアを
提供する体制が必要である．プライマリケア提
供者は，ジェネラリストであるかかりつけ医

（GP；General practitioner），NP，RN， 地 域

看護師（generalist community nurse），アボ
リジニのためのヘルスケアワーカー，そのほか
プライマリケアを提供する健康に関連する職種
によって提供される 12）．緩和ケアがいつでもど
こでも提供されるためには，スペシャリストの
養成だけではなく，療養者および患者，家族に
プライマリケアを提供する全ての人々が緩和ケ
アを理解する必要がある．さらに言えば，コミ
ュニティ全体が緩和ケアを正しく理解すること
が，療養者および家族の QOL 向上につながる
と言える．

以上のことから，プライマリケアを提供する
専門職およびコミュニティ全体が緩和ケアを理
解できる様な幅広い教育的支援の必要性が示さ
れた．M. O’Connor 氏はインタビューで，コミ
ュニティにおける緩和ケアへの気づき（Com
munity awareness）の重要性について触れて
おり，また，効果的な緩和ケアの提供には，関
連職種の熱意はもちろんのこと，オーストラリ
ア政府の緩和ケアへの関心と関連機関への資金
提供，教育活動推進が根底にあることも重要な
点であると述べていた．日本においても，臨床
現場で働く専門職への緩和ケア教育が推進・実
現されている 13）．しかし，オーストラリア政府
が，専門（specialist）教育はもちろんのこと，

Complex 
needs

Intermediate 
needs

Primary Care needs

矢印は患者の動きを示す

In

図 1　オーストラリアにおける緩和ケア提供の概念モデル
A model of the level of need within the population of individuals with a life-limiting illness 6）をもとに筆者が作成
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緩和ケアに関連する学部レベルでの教育カリキ
ュラムを幅広く推進していることは特筆に値す
る．今後日本でも検討されるべき教育課題であ
ると考える．
3 ）緩和ケアに関連する医療および福祉システ

ムについて
緩和ケアの対象者は，多様な疾患，幅広い年

齢層にある．しかし，Australian Institute of 
Health and Welfare （AIHW） の報告 14）によれ
ば，緩和ケアの対象者の 74.2％ががん患者であ
り，次いで心不全（2.7％），慢性閉塞性肺疾患（2.4
％）である．また，緩和ケアを受けている入院
患者の平均年齢が 72.1 歳，高齢者施設では 85
歳以上の入居者が 59.7％を占め，85 歳以上の
54.9％が緩和ケアを受けている．つまり，緩和
ケアは，高齢者ケア，がん患者のケアを含め包
括的に捉える必要があることを意味する．本研
修では，それらに関わる施設等を見学し，その
関係者へのインタビューを行う機会を得た．

オーストラリアの緩和ケアシステムは，「ケ
アの 3 角形」（Triangle of Care）として日本に
もよく知られている 15）．急性期病棟・緩和ケア
病棟・コミュニティのそれぞれが三角形の頂点
となり，患者の状態を，連携を持って把握しな
がら，適切な時期に，適切な場所で，適切なケ
アを提供できる，機能的なシステムである 15, 16）．

コミュニティにある施設として，今回，高齢
者施設“Ti Tree Lodge” 4）と“Baxter Village” 6）

を訪問した．“Ti Tree Lodge”と，“Baxter Vil
lage”内にある入所施設は，Aged Care Assess
ment Team（ACAT）によるアセスメントに
よって，入所に適格であるか審査を受ける必要
がある．適格であると判断されれば，入所手続
きを行い，空室があれば入所となる 4, 6）．“Ti 
Tree Lodge”は，身の回りのことができる高
齢者から，認知症や緩和ケアを必要とする高齢
者もおり，スタッフは幅広い健康レベルの入所
者への支援を行っている．私立の施設で，寄付
は受けず入所者の保証金（4 千万から 1 億円程
度）を資金として運用し，政府からのサポート
と入所者の自己負担金で利益を出しながら運営
されている．入所者は，経済状態に応じた自己

負担金や日々の生活に必要なものを購入する費
用が自己負担となる．施設はホテルの様で，ま
た機能的でもあり，スタッフからもケアに対す
る熱意が感じられた．高齢者の安全を確保し，
ホテル並のサービスを実現した背景には，“Ti 
Tree Lodge”が目指す，高齢者ケアにおける
社会化（Socialization）がある．できる限り社
会性を保ち，楽しみをもち，参加できる場所を
作ることによって，高齢者の QOL 向上を図っ
ている．また，緩和ケアについては，緩和ケア
スペシャリストである医師や看護師が“Ti 
Tree Lodge”を訪問し，サービスを提供して
いる．施設では，ケアの質の向上には継続教育
が重要であると考え，スタッフ全員が緩和ケア
を含む知識と技術を得る機会を積極的に設けて
おり，そこにモナシュ大学のスタッフが教育的
支援を行っている．

一方，“Baxter Village”は 1974 年に創設さ
れたカソリックの理念に基づく，750 人以上の
高齢者が住む広大なリタイアメント・コミュニ
ティ （Multi-tiered retirement community） で
ある．オーストラリアでは，老齢期を迎えると
それまで住んでいた家を売り払い，リタイアメ
ント・ビレッジで暮す人も多くいる．リタイア
メント・ビレッジは，リタイアメント・ビレッ
ジ法（Retirement Village Act 1999）により定
められた施設で，一般には自立者用施設（Self 
Care Units）と支援が必要な高齢者用施設

（Serviced Apartments）が含まれる．ここでは，
453 の自立者のため住宅と，60 の低い要介護度

（Low level）の高齢者のための住宅，60 の高
い要介護度（High  level）の高齢者のための住
宅があり，さらに 59 床の低い要介護度の高齢
者のための入所施設（Hostel），60 床の高い要
介護度の高齢者のための入所施設（Nursing 
Home）がある．また，デイセンター（adult 
day centre），Community Aged Care Package 

（CACP）によるホームケアサービス提供施設
があり，重層的な施設が共存する 1 つのコミュ
ニティを形成している．住民はビレッジバスや
車を利用することによって，買い物や友人に会
いに行く，また通院することもできる．Vil
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lage 内には , アート教室，陶芸教室あるいはク
ロケット，卓球といったレクレーションが豊富
にあり，社会的交流や活動ができる環境が整っ
ている．自立者は，入居した住宅の大きさや造
りによって決められた料金を支払い，住宅の内
外装を自由に変えたり，ガーデニングを楽しん
だりすることができる．様々なホームケアサー
ビスを利用できる環境で，安心かつ自分らしく
過ごすことができることなどの理由から非常に
人気があり，入所待機者リスト（Waiting List）
に登録しても，入所は 10 年後と言われている．
また，自立者以外は，入所に際し ACAT の審
査を受ける必要がある．介護に必要なサービス
は，Village 内で提供されている．医療サービ
スとしては，Village 内に診察室があり，医師
は特定の日に来所する．緊急時呼び出しスイッ
チが各住宅に備えられており，ビレッジナース

（Village Nurse）が毎日 24 時間常駐し，適宜
対応できる体制が整えられている．住民は 67
歳から 103 歳と高齢者が多く，看護サービスを
必要とする対象者の住宅をビレッジナースが訪
問し，一般状態の把握，服薬管理，注射や点滴
などの処置，必要時は清潔援助などの日常支援
を行っている．日によって差があるが，インタ
ビューした日は 20 件の訪問予定があるとのこ
とだった．住民が緩和ケアを必要とするように
なった時，ビレッジナースのみでの対応が難し
い場合は，緩和ケアスペシャリストにケアを依
頼することもできる．適切なサービスの提供が
あれば，最期まで Village の住宅で過ごすこと
も可能である．高齢者を包括的に支援できる
Village であり，介護度や医療依存度が高くな
っても，状況に応じてシームレスにサービスを
受けることができるという緩和ケアのコンセプ
トが尊重されていることがわかった．住み慣れ
た自宅あるいは部屋で，状況に応じたサービス
を受け，自分らしく最期を迎えるためには，サ
ービスのあるところに人を移動させるのではな
く，人に合わせてサービスが効率的に提供され
るシステムの構築が有用であり，今後の日本の
高齢者の暮らし方について，重要な示唆を得る
ことができたと考える．

Peninsula Home Hospice （PHH） 17）は，1987
年に認定された非営利機関であり，コミュニテ
ィで緩和ケアを提供している．提供するサービ
スには，看護，医療相談，カウンセリング，芸
術 療 法（Art therapy）， 音 楽 療 法（Music 
therapy），スピリチュアルケア，ケアボランテ
ィアによる支援，および亡くなった後の介護者
等へのグリーフケアを行っている．また，訪問
看護サービス（RDNS） 5），病院を初めとする総
合的なサービス提供機関（Peninsula Health） 3），
GP のネットワーク（Peninsula GP Network），
高齢者入所施設（Residential Aged Care Facil
ities），モナシュ大学と協働・連携しながら，
コミュニティサービスや急性期，レスパイトや
入院中の緩和ケアサービスを提供している．さ
らに，求められれば，他のコミュニティサービ
スとの連携も行っている．本研修では，緩和ケ
ア病棟（Peninsula Health Palliative Inpatient 
Care Unit）と訪問看護事業所である RDNS を
訪問し，訪問看護に同行する機会を得た．

緩和ケア病棟 3）は，2001 年に 15 床でスター
トし，現在さらに過ごしやすくするために改修
が予定されている．シャワーとトイレがついた
部屋に 1 から 2 名が療養しており，現在 10 名
前後の入所待機者がいる．公立病院の緩和ケア
病棟への入院であることから，医療費の自己負
担はなく，最も若い療養者は 7 歳，最高齢は
102 歳と，幅広い年齢層である．疾患はがんが
最も多く，変動はあるが 78 から 80％を占めて
いる．在院日数は 9 日から 15 日のことが多く，
月に35から38名が死亡退院していく．しかし，
緩和ケアによって症状が安定して退院し，緩和
ケアが必要になったときに再度入院するなど，
入退院を繰り返し，最終的に緩和ケア病棟で看
取られる方も多い．病棟師長とのインタビュー
では，緩和ケア病棟の機能が正しく理解されず，
緩和ケア病棟＝死ぬ場所として捉えられている
ことを残念に思うと述べられていた．緩和ケア
病棟への入院は，急性期あるいは亜急性期病棟
から，病院内のコンサルタントチームのアセス
メントによって緩和ケア病棟への入院が適切で
あると判断され，本人の意向があれば入院とな
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るが，その判断は非常に難しい．また，コミュ
ニティに住む人が緩和ケア病棟に入院したいと
申請があった時は，状況が切迫している場合が
多く，状況に応じて優先的に入院できるように
なっている．この病棟には緩和ケアスペシャリ
スト RN，与薬のできる准看護師（Medication 
endorsed Enrolled Nurse）， 医 師，PT，OT，
音楽療法士，芸術療法士，パストラルケアワー
カー，ボランティアなどがおり，患者中心のケ
ア（Patients Centered Care）を提供している．
しかし，複雑なニーズや痛みのある人々へのケ
アの提供は，葛藤を抱える場面が多く，スタッ
フ間のピアサポートや，パストラルケアワーカ
ー（病人やその家族の心のケアの役割を担って
いる）や看護師長によるコンサルテーション，
チーム内での話し合い（デブリーフィング）な
どを行う必要がある．しかし，看護師長のよう
な相談される立場にある者自身がサポートを受
けることが難しいという現状もインタビューの
中で知ることができた．

RDNS 5）は，主に訪問看護を担う非常に大規
模な組織で，1600 名のスタッフが雇用され，
そのうち 1200 名以上が看護師である．メルボ
ルン，ビクトリア，ニューサウスウェールス，
ニュージーランドの各地に事業所があり，9500
人以上の在宅療養者に看護とヘルスケアを提供
している．また，高齢者であれば，Home Care 
Packages（HCP） 18）によるサービスを提供して
いる．この利用に関しては，日本の介護保険制
度と似ているが，Aged Care Assessment Team

（ACAT）あるいはAged Care Assessment Ser
vice（ACAS）のアセスメントを受ける必要が
ある．アセスメントされたニーズによって 4 段
階に分けられ，その段階に応じたサービスを利
用することができる．かかる費用は所得に応じ，
また上限額が設けられているため高額な支払い
にはならない．RDNS では，主にジェネラリス
トの訪問看護を提供し，必要時にスペシャリス
トのサービス提供をしている．スペシャリスト
のサービスとは，緩和ケア（Palliative care），
創傷ケア（Wound care），慢性疾患（Chronic 
disease），糖尿病（Diabetes），認知症（Demen

tia care），服薬（Medication），排泄（Continence）
など，多岐にわたるマネジメントを行い，多様
な療養者のニーズに対応している 5, 19, 20）．また，
ジェネラリストとしての訪問看護は，健康チェ
ック，注射，点滴，服薬などのための短時間訪
問で，1日 10件程度訪問している．緩和ケアは，
前述のとおりスペシャリストによる訪問看護と
して提供されており，その目的や状況に応じて，
訪問時間や頻度が違う．また，スペシャリスト
の訪問看護を必要とする対象者数は相対的に少
ない．そのため，今回同行させていただいた緩
和ケアスペシャリスト訪問看護師は 2 カ所の事
業所の療養者を担当している．

緩和ケアは，複雑なニーズに対応する必要が
あるため，十分に情報収集し，計画を実践・評
価し，その情報・状況は緩和ケアチーム内で共
有される．緩和ケアのシームレスな連携には，
チームメンバー間の信頼と緊密な連携が必要で
あるが，さらに情報共有できるシステムが必要
である．RDNS では，主要な病院に退院コンサ
ルテーションのスタッフを配置している．それ
によって，入院時から療養者の情報と信頼を得
て，在宅移行前から準備が可能となり，療養者
の退院後の不安を最小限にすることができる．
また，再入院した場合も病院に入院している療
養者を訪問看護師が訪問し，状況の把握やサポ
ートを行うことができる．療養者が亡くなった
後もサービスとして家族・介護者などに訪問や
電話をかけることができる．残念ながら，日本
では訪問看護サービスとして認められていない
が，遺された家族等に対する緩和ケア（グリー
フケア）として必須のサービスであると考える．

また，オーストラリア先住民の健康をサポー
トする最高機関である VACCHO 7）の教育担当
者とのインタビューから，オーストラリアが抱
える歴史と文化の問題が健康・医療にも大きく
影響していることを知ることができた．オース
トラリア先住民（主にアボリジニ）の生活は年々
多様化し，都市部で生活するあるいは遠隔地

（Remote Area）に集団で住んでいる場合もあ
る．そのため，全てを一括りにして説明するこ
とは，適切ではない場合もある．しかし，統計
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上，先住民とそうでない人々との比較において，
平均余命が短く（約 10 年），心臓循環器系の疾
患（1.5 倍），糖尿病（3 倍）にかかりやすく，
インフルエンザや性感染症など，さまざまな感
染症の罹患率が高い．がんなどは受診が遅れが
ちであるために，重症化し，死亡につながりや
すくなる 7）．食事や運動，喫煙などの不適切な
生活習慣や，所得の低さ，医療に対する考え方
の違い，また，多様な健康への価値観があり，
それらの価値観を尊重しながら健康管理に向け
て介入することが難しい場合もある．それに加
え，遠隔地に住む先住民のコミュニティでは，
GPや看護師などの医療者がいないこともあり，
健康に関連する一連のトレーニングを受けたヘ
ルスワーカーが医療的支援を担っている．NP
がいるコミュニティもあるが，本研修では詳細
を知ることはできなかった．インタビューでは，
ヘルスワーカーへの負担が述べられた．ヘルス
ワーカーに対する先住民コミュニティの文化的
期待が大きく，また家族の概念が広いためにヘ
ルスワーカーも家族として捉えられ，夜遅くて
も住民が相談に来ることもある．そのため，ワ
ーカーが疲弊してしまうこともある．また，遠
隔地での重症患者は，ヘリコプターで専門病院
まで搬送することになり（The Royal Flying 
Doctor Service 21）），その移動時間と手続き等
を考えると，緩和ケアはもとより基本的な医療
の都市部との格差は明らかである．人的，物的
支援が必要であるが，限られた資源の中での支
援であり，苦労がうかがい知れた．さまざまな
職種がこれらの支援に関わっているが，まず必
要なことは先住民の方々の文化を理解すること
である．そして先住民に対する教育が重要な支
援の 1 つであり，若い世代や，コミュニティの
中心人物への教育およびサポートが，コミュニ
ティ全体の健康問題の解決に有効であるとの意
見を聞くことができた．

患者中心のケアは非常に重要である．しかし，
緩和ケアに限らず，認知症のある高齢者，ALS
などコミュニケーションの難しい状態にある
人々，また小児など，意思決定や意思表示の難
しい状況でのサポートは難しい．高齢者施設で

のインタビューでは，療養者の状況を見ながら，
様々な意思決定を代行する代理人の決定を促す
などの方策をとっているとの答えを得た．また，
核家族化，子供世帯の就労等の理由から，介護
力不足は日本と同様の問題である．自宅で最期
まで看取りたいと考えていても，実現が難しい
場合もある．また，文化の違いや住む場所によ
っても，介護や看取りの状況が違う．しかし，
医療費の増大を背景に，オーストラリア政府が
1997 年 Commonwealth Aged Care Act で提唱
した“Ageing in place” 22）は，住み慣れた地域
で，その人の家でその人らしく最期まで過ごせ
ることを謳っており，今オーストラリアが目指
している方向性である．どのような場にいても，
さまざまな困難を抱えても，療養者が望む環境
で支援を受け続け最期を迎えることを実現する
ために，解決しなくてはならない課題は多くあ
ることを，本研修で理解することができた．日
本は，オーストラリアよりも高い高齢化率（25.0
％vs. 14.4％）であり，緩和ケアを含む医療・
介護体制整備を喫緊の課題として再認識する機
会となった．
4 ）緩和ケアに関連するモナシュ大学の役割に

ついて
モナシュ大学看護・助産師学科では，緩和ケ

ア教育に関する主な活動として，以下の活動を
行っている．

①教育
　　・ 学部，Post Graduate（Master, PhD），Mas

ter of Nursing Practice（ショートコー
ス）における教育

　　・ 国際的に活躍できる人材の育成：海外か
らの留学生も多く受け入れており，現在
25 名がモナシュ大学の PhD を修了し，
各国で活躍している．

② 緩和ケアリサーチチーム（Palliative Care 
Research Team23））

　　・ 臨床の多様な専門職，関連団体や政府と
協働し，主に，サービスシステムとその
アクセス，意思決定，職場と役割につい
ての研究

③国際的活動（International Work）
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　・国内外での学会への参加，講演
　　 （特に，イギリスとの学術的協力関係が

構築されている）
　・ 日本人医療者を対象とした「心のケア教

育プログラム」と「緩和ケア教育プログ
ラム」 24）

④ コミュニティや関連施設で活動する，多様
な専門職との交流および教育的支援

オーストラリアでは，1967 年イギリスで始
まった近代ホスピス運動に影響を受け，1980
年代に在宅ケアにおける終末期ケアのニーズが
高まり，それに沿う形で在宅緩和ケアが発展し
てきた．また，2000 年に，National Palliative 
Care Strategy がオーストラリア政府より発表
され，緩和ケアの方針，政策，サービスがオー
ストラリア全土を通して一貫性があること，そ
して質の高い緩和ケアが全ての亡くなりゆく
人々に提供できることが提言された 23）．このよ
うな流れの中で，モナシュ大学における緩和ケ
アへの関わりは，学術的な研究，研究者および
ケア実践者の養成，さらに現場で活躍する緩和
ケア実践者や施設との関係性を構築し，教育的
サポートの提供が挙げられた．

緩和ケアは，その国および地域の社会・医療
制度や経済状態さらに文化的な違いなどによっ
て影響される．オーストラリアは，その成り立
ちから先住民（Indigenous people），移住者を
含む多民族国家である．それに加え，モナシュ
大学には海外からの留学生が多く，また国際的
研究が積極的になされていることから，文化の
多様性，重要性を深く理解することができる環
境にある．一方，モナシュ大学には看護学，医
学，理学療法学，作業療法学などのプライマリ
ーヘルスケアに関わる学際的なコースがあり，
多彩な分野の学生が緩和ケアの科目を受講する
ことができる環境にある．講義見学では，基礎
的知識の提供とともに，教師と学生との多面的
なディスカッションが活発に行われている様子
をみることができた．緩和ケア関連にとどまら
ず，様々な講義，演習に参加する機会を得て認
識したことであるが，モナシュ大学における大

学生の学習姿勢は非常に積極的である．講義前
にネット上で課題が出されていることや，すで
に社会人として働いている学生が含まれている
ことも要因であるが，多民族が暮らすオースト
ラリアの文化の中ではぐくまれた，それぞれの
文化的，教育的背景が影響する行動であるとも
考えられる．オーストラリアの全人口の約半数

（47％）は，本人あるいは両親のうちどちらか
が海外で生まれている 25）．学生は，幼い頃から
多様な文化的背景をもつ人々の中で，相互に影
響し合いながら成長してきた．また，学校教育
では，自らの意見をクラスメートの前で発表す
る機会がもうけられ，自分の意見を他者に伝え
る，他者の意見を受け入れる経験をする．それ
らの経験は，多様性を認識し，相互理解する方
法を学ぶ機会になったと考えられる．この様な
社会・教育的環境が，学生のアサーティブな発
言や，積極的な質問や疑問の発信となったとも
考えられる．

緩和ケア教育では，緩和ケアに関連する人材
を育成し，研究を深めるだけでなく，サービス
提供者や一般の人々とともに活動することも重
要であると考える．先進的に緩和ケアに取り組
んでいるオーストラリアにおいても，コミュニ
ティ全体が緩和ケアを正しく認識することが課
題となっており 26），緩和ケアサービスの効果的
な利用につながるという視点から，コミュニテ
ィに積極的に情報発信を行うことが重要であ
る．本研修では，教育，研究にとどまらない，
大学としての役割を考える機会となった．

Ⅲ．結語
本研修では，1）緩和ケアに関連する看護教

育システムの理解，2）緩和ケアに関連する医
療および福祉システムの理解，3）緩和ケアに
関連するモナシュ大学の役割の理解の 3 点を目
標とし，研修した．その結果，文化・地域の違
いに関わらず，緩和ケアが社会に広く浸透し，
いつでもどこにいても緩和ケアを受けることが
できる環境を作るために，教育が最も重要であ
るという認識を深めることができた．日本では，
緩和ケアの教育を受けた専門性を持つ看護師が
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求められる様になり，1996 年からがん看護専
門看護師，1999 年から緩和ケア認定看護師，
がん性疼痛認定看護師など，緩和ケアに関わる
看護師の認定制度が始まった．また，緩和ケア
に関わる看護師への教育として，ELNEC-J 

（End-of -Life Nursing Education  for Consor
tium） 27），専門緩和ケア看護師教育カリキュラ
ム（Specialized Palliative Care Education  for 
Nurse：SPACE-N） 28）などの教育システムに
よって，より専門性の高い，発展的な教育活動
がなされている．同様に，医師に対する緩和ケ
ア教育プログラム（Palliative Care Emphasis 
program on symptom management and As
sessment  for Continuous medical Education：
PEACE） 29）など，医療に関連する専門職に対
する教育もすすめられている．しかし，学士レ
ベルの緩和ケア教育はまだ始まったばかりであ
り，オーストラリアの PCC4U のように，健康
に関連する多分野での教育が日本にも必要であ
ると考える．
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